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経
営
所
得
安
定
対
策
で
は
、

担
い
手
農
家
の
経
営
の
安
定
に

資
す
る
よ
う
、
諸
外
国
と
の
生

産
条
件
の
格
差
か
ら
生
ず
る
不

利
を
補
正
す
る
交
付
金
と
、
農

業
者
の
拠
出
を
前
提
と
し
た
農

業
経
営
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

対
策
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
食
料
自
給
率
・
食
料

自
給
力
の
維
持
向
上
を
図
る
た

め
、
飼
料
用
米
、
麦
、
大
豆
な

ど
戦
略
作
物
の
本
作
化
を
進
め
、

水
田
の
フ
ル
活
用
を
図
る
水
田

活
用
の
直
接
支
払
交
付
金
を
実

施
し
て
い
ま
す
。 

以
下
対
象
と
な
る
主
な
交
付

金
の
内
容
と
な
り
ま
す
。 

 

 

 

・
対
象
者 

経
営
所
得
安
定
対
策
に
加
入

し
、
販
売
目
的
で
対
象
作
物
を

交
付
対
象
水
田
で
生
産
（
耕
作
）

す
る
販
売
農
家 

    

・
交
付
申
請
書
の
提
出
期
限 

 
 

令
和
３
年
６
月
14
日(

月)

午
後
５
時
30
分
ま
で 

 ☆
証
拠
書
類
等
の
名
義
が
異

な
る
場
合
に
は
交
付
さ
れ

ま
せ
ん
。 

☆
大
阪
エ
コ
農
産
物
・
な
に
わ

の
伝
統
野
菜
に
つ
い
て
は
、

当
該
作
物
が
府
（
市
）
の
認

証
を
受
け
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
す
。 

☆
野
菜
・
果
樹
・
花
き
等
の
作

物
は
、
出
荷
・
販
売
を
証
明

で
き
る
よ
う
な
伝
票
類
等

の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま

す
。 

☆
担
い
手
加
算
を
受
け
る
た

め
に
は
１０
月
１
日
現
在
で

認
定
を
受
け
て
い
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。 

☆
主
食
用
米
を
作
付
け
し
て

い
る
水
田
に
は
交
付
さ
れ

ま
せ
ん
。
（
水
稲
の
裏
作
は

不
可
） 

 
 

 

                                

                                

水
田
活
用
の 

直
接
支
払
交
付
金 

 対象作物 要件等 
交付単価 

(１０ａあたり) 

① 地産地消作物 

令和３年度中に、出荷・販売していること 

(戦略作物※1・なにわの伝統野菜、たけの

こ・そば・②の対象作物を除く) 

１０，０００円 

② 

大阪エコ農産物 
府が定める大阪エコ農産物認証を受けた作

物に助成（７８品目） 
１８ ,０００円  

地域振興拡大作物 

地域水田フル活用ビジョンにおいて地域振

興拡大作物に定められた品目(５品目以内)

に助成（別途要件があります） 

２０ ,０００円  

③ 担い手育成 

１０月１日現在で認定されている認定農業

者等が作付けする①または②の作物に加算

(別途要件があります) 

１０，０００円 

④ 
人・農地プランの

実質化の推進 

実質化された人・農地プランに位置づけら

れた中心経営体に加算 

③に加算 

１０，０００円 

 

今年度の「共済細目書異動申告票兼水稲生産実施 

計画兼経営所得安定対策等にかかる営農計画書」

（転作野帳）の提出は５月１０日までです。 

 

水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金
の
内
の 

産
地
交
付
金
の
概
要 
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※
１ 

戦
略
作
物
と
は
、
麦
、 

大
豆
、
飼
料
作
物
、
新
規
需
要

米
、
加
工
用
米 

 

※
申
請
状
況
等
に
よ
っ
て
は
、

交
付
単
価
が
変
動
す
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。 

 

（
注
）
戦
略
作
物
の
助
成
を
受

け
た
エ
コ
大
豆
や
エ
コ
新
規
需

要
米
（
米
粉
用
米
・
Ｗ
Ｃ
Ｓ
・

飼
料
用
米
等
）
、
⒓
月
１
日
現
在

で
有
効
期
間
中
の
国
際
水
準
Ｇ

Ａ
Ｐ
を
取
得
し
て
い
る
方
が
作

付
す
る
Ｇ
Ａ
Ｐ
対
象
作
物
に
加

算
な
ど
他
に
も
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 

 

●
お
問
い
合
わ
せ 

 

農
と
み
ど
り
推
進
課 

 

（
内
線
４
４
５
） 

 

●
地
域
の
話
し
合
い
等
へ
の
ご

協
力
を 

 

市
は
、
地
域
農
業
の
未
来
を

描
く
「
実
質
化
さ
れ
た
人
・
農

地
プ
ラ
ン
」
策
定
を
推
進
し
て

い
ま
す
。
そ
の
前
提
と
な
る
、

地
域
の
話
し
合
い
や
情
報
共
有

に
つ
い
て
み
な
さ
ん
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。 

     

                               

                     

 

 

全国農業新聞 

農業に役立つ情報が満載です。 

ぜひ購読しましょう。 

☆発行日 毎週 金曜日 

☆購読料 月７００円 

☆申込先 農業委員会事務局 

留

意

事

項 

特
定
生
産
緑
地
の
指
定
に

係
る
手
続
き
は
お
済
み
で

す
か
？ 

●
受
付
期
間 

令
和
３
年
５
月
６
日(

木)

～ 

令
和
３
年
６
月
３０
日(

水) 

 

●
受
付
場
所 

都
市
計
画
課(

内
線
４
５
３) 

 

※
指
定
に
際
し
て
は
、
要
件
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
指
定
す
る

こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
土

地
の
登
記
事
項
証
明
書
な
ど

の
書
類
が
必
要
で
す
。 

 

な
お
、
相
談
の
際
に
は
、
土

地
の
位
置
、
地
番
、
面
積
な
ど

を
事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 

●
お
問
い
合
わ
せ 

 

都
市
計
画
課(

内
線
４
５
３) 

 

⑤ 規模拡大加算 

当年１月から１２月末に利用権の設定（機

構事業を含む）又は販売権付農作業委託契

約等を締結し、③の担い手が規模拡大した

筆に加算 

１２，０００円 

⑥ 
高収益作物等 

拡大加算 

主食用米の作付が減少あるいはゼロを維持

し、高収益作物の作付面積が増加した者の

高収益作物に加算 (別途要件があります) 

２０，０００円 

 

 

・
受
付
期
間
を
過
ぎ
る
と
、

特
定
生
産
緑
地
の
指
定
が
不

可
能
と
な
り
ま
す
。 

 

●
お
問
い
合
わ
せ 

 

都
市
計
画
課 

政
策
係 

 

（
内
線
４
５
３
、
４
５
１
） 

生
産
緑
地
地
区
の
指
定 

受
付
に
つ
い
て 

本
市
で
は
、
市
街
化
区
域

内
の
農
地
等
の
緑
地
機
能
に

着
目
し
、
良
好
な
都
市
環
境

の
形
成
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
、
平
成
４
年
度
よ
り
生
産

緑
地
地
区
を
指
定
し
て
い
ま

す
。 

 

平
成
30
年
12
月
に
面
積

要
件
を
３
０
０
㎡
に
引
き
下

げ
る
条
例
を
制
定
し
、
今
ま

で
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
小
規
模
な
農
地
に
つ

い
て
も
指
定
可
能
と
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
今
年
度
も
、
新

た
に
同
地
区
の
指
定
を
受
け

付
け
ま
す
。 

 

 

本
市
で
は
、令
和
元
年
９
月

に
特
定
生
産
緑
地
の
指
定
申

請
に
必
要
な
書
類
を
市
内
生

産
緑
地（
平
成
４
年
度
～
６
年

度
指
定
分
）
の
所
有
者
に
送
付

し
、指
定
希
望
申
請
な
ど
の
受

け
付
け
を
し
て
い
ま
す
。 

つ
き
ま
し
て
は
、
指
定
を
希

望
す
る
か
し
な
い
か
を
判
断

し
て
い
た
だ
き
、
ど
ち
ら
の
場

合
で
も
受
付
期
間
内
に
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

●
受
付
期
間 

・
平
成
４
年
度
指
定
分
は
、 

令
和
４
年(

２
０
２
２
年) 

３
月
末
日
ま
で 

 

・
平
成
５
年
度
指
定
分
は
、 

令
和
５
年(

２
０
２
３
年) 

３
月
末
日
ま
で 

 

・
平
成
６
年
度
指
定
分
は
、 

令
和
６
年(

２
０
２
４
年) 

３
月
末
日
ま
で 
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農
用
地
は
原
則
転
用
で
き
ま
せ
ん 

職
員
人
事
異
動
が
、
４
月
１

日
付
け
で
発
令
さ
れ
、
農
業
委

員
会
局
職
員
の
人
事
異
動
が

あ
り
ま
し
た
。 

【
新
任
】 

事
務
局 

澤
辺 

椋 

【
異
動
】 

主
査  

 

花
岡 

武
司 

 
農
地
を
転
用
す
る
と
き
は
、

農
地
法
の
許
可
が
必
要
で
す
。 

 
 

 

農
地
の
転
用
と
は
、
農
地
を

農
地
以
外
の
目
的
に
使
用
す
る

こ
と
を
い
い
ま
す
。 

 

例
え
ば
農
地
を
住
宅
や
倉
庫

を
建
て
る
た
め
の
敷
地
、
駐
車

場
や
資
材
置
場
に
す
る
な
ど
で

す
。 

 

農
地
法
で
は
、
優
良
農
地
を

確
保
す
る
た
め
、
農
地
の
優
良

性
や
周
辺
の
土
地
利
用
状
況
等

に
よ
り
農
地
を
区
分
し
、
周
辺 

 

                 

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
き
富
田
林
市

が
策
定
し
て
い
る
農
業
振
興
地

域
整
備
計
画
で
は
、
農
業
上
の

利
用
を
確
保
す
べ
き
土
地
と
し

て
農
用
地
区
域
が
設
定
さ
れ
て

い
ま
す
。 

農
地
法
等
に
よ
る
各
種

申
請
の
お
願
い 

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
き
富
田

林
市
が
策
定
し
て
い
る
農
業

振
興
地
域
整
備
計
画
で
は
、
農

業
上
の
利
用
を
確
保
す
べ
き

土
地
と
し
て
農
用
地
区
域
が

設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

農
用
地
区
域
内
に
あ
る
農

地
の
転
用
は
、
公
共
事
業
に
伴

う
一
時
転
用
等
を
除
き
、
原
則

認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。 

人 

事 

異 

動 

農
業
者
年
金
に
加
入

し
ま
せ
ん
か 

 

将
来
の
安
定
的
な
社
会
保

障
の
た
め
に
、
特
に
女
性
や
若

い
農
業
者
（
２
０
歳
～
３
９
歳

の
基
幹
的
農
業
従
事
者
）
の
加

入
を
進
め
て
い
ま
す
。 

「
し
っ
か
り
積
み
立
て
、
安

心
で
豊
か
な
老
後
を
」 

６つのポイント 

１、いつでも脱退・加入できる 

２、保険料をいつでも変更できる 

３、積立方式だから払った分を受け取れる 

４、全額社会保険料控除の対象で節税効果大 

５、80 歳前に亡くなっても、遺族に死亡一時金 

６、認定農業者などの担い手には、保険料の補助 

 

農
業
者
年
金
に
は
、
年
齢

２
０
歳
以
上
６
０
歳
未
満

で
、
年
間
６
０
日
以
上
農
業

に
従
事
す
る
方
で
、
国
民
年

金
第
１
号
被
保
険
者(

保
険

料
納
付
免
除
者
を
除
く)

の

方
な
ら
誰
で
も
加
入
で
き
ま

す
。 

 

毎
月
の
保
険
料
は
２
万
円

か
ら
６
万
７
千
円
ま
で
の
間

で
、
千
円
単
位
で
自
由
に
決

め
ら
れ
ま
す
。 

 

●
お
問
い
合
わ
せ 

 

JA
、
農
業
委
員
会
事
務
局 

遊
休
農
地
の
管
理
に

つ
い
て 

毎
年
、
４
月
頃
か
ら
夏
に
か

け
て
、
遊
休
農
地
・
耕
作
放
棄

地
な
ど
で
雑
草
が
繁
茂
し
や

す
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
害

虫
や
災
害
の
発
生
な
ど
、
周
辺

の
生
活
環
境
を
保
持
す
る
う

え
で
好
ま
し
い
状
態
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

 

市
農
業
委
員
会
で
は
、
遊
休 

農
地
（
耕
作
放
棄
地
）
や
農
地

の
違
反
転
用
の
実
態
を
把
握

す
る
た
め
に
毎
年
４
月
か
ら

８
月
に
か
け
て
、
市
内
の
す
べ

て
の
農
地
を
対
象
に
農
地
利

用
状
況
調
査
（
農
地
パ
ト
ロ
ー

ル
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

市
農
業
実
行
組
合
の
協
力

も
い
た
だ
き
、
三
役
、
地
域
の

農
業
委
員
又
は
農
地
利
用
最

適
化
推
進
委
員
と
事
務
局
で
、

市
内
を
六
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
、

遊
休
農
地
の
調
査
を
実
施
し

て
い
ま
す
。 

農
地
は
一
度
耕
作
を
や
め
て

数
年
経
て
ば
、
原
形
が
分
か
ら

な
い
ほ
ど
に
荒
れ
て
し
ま
い

ま
す
。 

遊
休
農
地(

耕
作
放
棄
地)

は
、
農
地
集
積
に
支
障
を
き
た

す
だ
け
で
な
く
、
周
辺
の
病
害

虫
の
発
生
を
助
長
し
、
有
害
鳥

獣
の
隠
れ
場
所
に
な
る
な
ど

地
域
農
業
振
興
に
悪
影
響
を

及
ぼ
し
ま
す
。 

ま
た
、
ご
み
の
不
法
投
棄
や

火
災
発
生
の
原
因
に
な
る
な

ど
生
活
環
境
へ
の
悪
影
響
も

考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
適
正
な

管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

相
続
税
等
の
納
税
猶
予
の 

適
用
を
受
け
て
い
る
場
合
に

は
、
遊
休
地
と
な
っ
た
時
点
で

納
税
猶
予
取
消
し
と
な
り
、
納

税
猶
予
額
に
利
息
を
合
わ
せ

て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。 

高
齢
で
耕
作
が
で
き
な
い
、

担
い
手
が
い
な
い
な
ど
耕
作

で
き
な
い
場
合
は
、
農
業
委

員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委

員
、
農
業
委
員
会
事
務
局
又

は
、
市
農
と
み
ど
り
推
進
課
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

農
地
へ
の
影
響
等
が
な
い
場

合
に
限
り
、
転
用
を
許
可
し

て
い
ま
す
。 

 


